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 足羽川ダムを建設するにあたり、事業実施区域周辺の生活環境や自然環境にできる限り配慮

した計画とするため、環境への影響について調査、予測及び評価を実施し、2013年2月に「環境

影響評価書」をとりまとめた。足羽川ダムが採用する流水型ダムは全国事例が少なく、流水型

ダムの特徴を留意したダム下流河川への土砂供給及び濁水放流の予測評価を行うとともに、環

境へ配慮したダム堤体及びダム洪水調節地とするため、ダム上下流の生物の移動やダム洪水調

節地内の樹林環境を検討に加え、動植物・生態系への影響の予測評価を行ったので報告する。 
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1.  足羽川ダム建設事業の概要 

 足羽川ダム建設事業は、九頭竜川水系足羽川の支川部

子川の福井県今立郡池田町小畑地先に建設する足羽川ダ

ムと、他流域の４河川に設置する導水施設（導水トンネ

ル及び分水施設）によって構成され、足羽川、日野川及

び九頭竜川下流域にあたる福井中心市街地における洪水

被害の軽減を目的として実施するものである（図-1）。 
 福井中心市街地は、洪水時における河川の水位より低

く、堤防が決壊すると甚大な被害に見舞われることとな

る。2004年(H16)7月の梅雨前線の活動の活発化に伴う雨

（福井豪雨）は、美山観測所(気象庁)で1時間80mm以上

を記録する等、足羽川流域では観測史上まれにみる集中

豪雨となり、足羽川の堤防が決壊、市街地が浸水する等

の足羽川流域において過去最大の被害となった。 
 九頭竜川水系の長期的な河川の整備の方向を定めた河

川整備基本方針を2006年2月に策定し、福井豪雨のよう

な戦後最大規模の洪水に備えるため、足羽川では基準地

点天神橋において目標流量2,400m3/sとし、足羽川ダムに

より600m3/sの洪水調節を行うとした河川整備計画を

2007年2月に定めた。現在、市街地を貫流している下流

区間は福井県による激特掘削等による流下能力向上が完

了し、沿川に住む方々の安全安心で豊かなの暮らしの実

現のため、足羽川ダムの早期供用が望まれている。 
 一方、足羽川ダムの事業実施周辺区域においては、自

然環境の豊かな地域であり、国内希少野生動植物種に指

定されているクマタカなどの野生生物の重要な生息地・

生育地である。このため、足羽川ダムの建設するにあた

っては、事業実施区域周辺の生活環境や自然環境にでき

る限り配慮した計画とすることが必要である。 

 
図-1 足羽川ダム及び導水施設の位置 

 
近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所では、環境への

影響について大気環境（粉じん等、騒音、振動）、水環

境（水質（土砂による水の濁り、水温、富栄養化、溶存

酸素量及び水素イオン濃度）、地下水）、重要な地形及

び地質、重要な動植物の種、地域を特徴づける生態系、

景観、人と自然との触れ合いの活動の場及び建設工事に

伴う副産物に関する調査、予測及び評価を実施した。ま

た、環境影響をできる限り回避又は低減するとともに、

国、福井県及び池田町が定める環境基準等の達成に努め

ることを目的に環境の保全のための措置（以後、環境保

全措置という）を検討した。 
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 検討にあたっては、環境影響評価法に基づき、2007年
3月に手続きを着手し、調査、予測及び評価の内容につ

いて公告縦覧等を行い、事業に関係する住民、福井市、

池田町及び福井県並びに国（国土交通大臣・環境大臣）

の意見を求めた。これに対し、クマタカ等の動植物の自

然環境に配慮するとともに、全国でも事例の少ない流水

型ダムの水質等の予測評価及び環境保全措置の効果の向

上に関する意見があった。これらの意見を踏まえて、

2013年2月に「環境影響評価書」をとりまとめた。 
 

2.  足羽川ダムにおける環境影響評価の考え方 

(1)   国土交通省所管の流水型ダムとその特徴 
 近年、治水調節専用ダムの検討において、ダム堤体の

河床部に放流設備を備え、平常時は川の水をそのまま流

し、洪水時には一時的にダムに水を貯めるダムの形態を

検討し採用され始めている。従来の貯水型ダムに対して、

川の水をそのまま流すことから「流水型ダム」と呼ばれ、

またダム貯水池は、平常時は空虚であり「ダム洪水調節

地」と呼ばれている。 
一般的に流水型ダムによるダム環境の変化は、貯水型

ダムに対して、「土砂の堆積はわずか」「流入水質と同

じ」である1) と言われている。 
 国土交通省所管の洪水調節専用（流水型）ダムを図-2 
に示す。既設ダム(竣工年次)は、益田川ダム(2005.4)、辰

巳ダム(2012.11)及び西之谷ダム(2013.5)の3事例である。

また、足羽川ダムも流水型ダムを採用したが、環境影響

評価法に基づく環境影響評価の実施は、足羽川ダムが国

内最初である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(2)  流水型ダムにおける環境影響評価の考え方 

足羽川ダム工事事務所では、「ダム事業における環境

影響評価の考え方2) 」に基づく環境影響評価を実施する

とともに、流水型ダムの特徴により、以下の3点に留意

して環境影響評価を実施した。 
① ダム下流河川への土砂供給の変化 
② 堆積土砂の流出によるダム下流河川の水の濁り 
③ 流水型ダム及び洪水調節地による生態系への影響 

 

3.  ダム下流河川への土砂供給の変化 

(1) ダム下流河川への土砂供給の予測の手法 
貯水型ダムはダム堤体により貯水池内に堆砂し、ダム

下流河川への土砂供給の連続性を阻害する。流水型ダム

は洪水生起確率に応じて一時的にダム洪水調節地内が水

没する。湛水開始時と洪水後期の貯水位低下時における

掃流力の変化により、ダム洪水調節地内は浮遊砂の浮上

及び沈降現象（非平衡性）が生じる。 
足羽川ダムのダム洪水調節地内の土砂供給の予測は、

非平衡一次元河床変動計算である(独)土木研究所の「一

次元貯水池河床変動計算プログラム」を用いた。ダム下

流河川はダム洪水調節地の予測結果を入力条件とする一

次元河床変動計算を用いた。洪水流量は1953~1997の115
洪水（うち1洪水は基本方針洪水引き伸ばし）とし、供

用後50年間の河床構成材料の粒径の変化を予測した。 
 

(2) 流水型ダムにおける土砂供給の予測の結果 
ダム洪水調節地内及びダム下流の部子川と足羽川におけ

るダム有無による予測結果は以下のとおりである。 

図-2  国土交通省所管の流水型ダムの諸元と貯留イメージ 
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ダム洪水調節地内（河床勾配1/50）では、貯水時に堆

積した土砂は、貯水位低下時の掃流力の増加に伴い流下

するが、106mm以上の大礫の材料を流下させるまでに至

らず、ダム洪水調節地内に止まる傾向にある。 
ダム下流の部子川（河床勾配1/50）では、洪水調節を

行う場合、放流時は最大180m3/sの流量が一定時間継続

するため掃流力が高く、300mmの材料は流下し構成比が

ほぼ0となる。一方で流水型ダムであることから、貯水

位低下時及び中小洪水時にダム洪水調節地から礫、砂及

びシルトが下流に供給される。特に、貯水位低下時に流

下されやすい0.85mm以下の細粒材料が堆積し、一定期

間において構成比が大きくなる傾向にある。 (図-3)。 
ダム下流の部子川合流後の足羽川（河床勾配1/140 

~230）では、洪水調節を行う場合は流量が低減するが、

平均年最大流量は大きな変化がなく、ダムを建設しない

場合と比較し、河床構成材料に大きな違いはなかった。 
 

(3)土砂供給の変化による動植物・生態系への影響 
ダム洪水調節地内の魚類及び底生動物の生息環境は、

洪水調節を行う洪水時は改変されるが、この期間以外に

おいて環境に大きな変化はない。また、ダム下流の部子

川では、洪水後の一定期間において細粒材料が堆砂し、

礫や砂に生息又は産卵する魚類（アカザ、カジカ等）や

底生生物（シロハラコカゲロウ等）の環境は改変され、

これらの環境が適さなくなる可能性があると評価した。

しかし、この影響の及ぶ区間以外にも、渓流的な河川は

事業実施区域及びその周辺の予測区域内に広く分布して

いる。よって、現況の魚類群集及び底生動物群集は維持

されると評価した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

4.  堆積土砂の流出によるダム下流河川の水の濁り 

(1) 堆積土砂（濁質）による水の濁りの予測の手法 
洪水時に貯水型ダムでは、濁った河川水が貯水池に一

旦貯留され、洪水後長期にわたり、この濁水が下流に放

流されることにより濁水長期化現象が起こる。また貯水

池流入部末端に堆積した土砂が貯水位低下時に先掘され

て貯水池が濁る現象が起こる3) 。流水型ダムでもダム

貯水位の変化は貯水型ダムと同じであり、同様の現象が

起こると考える。特に流水型ダムでは河床部に放流設備

があるため、貯水位低下時にダム洪水調節地内に堆積し

た土砂（濁質）が掃流力により巻き上がると想定される。 
一般的な予測の手法としては貯水池及び放流水の平均

的な水の濁り等水質現象の結果が求められる鉛直1次元

モデルが基本である。 
しかし、足羽川ダムでは上流3支川の流入及び他流域

の4河川の導水により、ダム洪水調節内の濁質の希釈、

拡散、沈降及び巻き上げ等の動きが、図-4のように鉛直

方向及び流下方向に変化する可能性がある。この現象を

表現するため「鉛直2次元モデル」を採用し、さらに

「濁質の巻き上げモデル」を導入した。 
 

(2) 濁質の巻き上げモデルの構築 
ダム洪水調節内の濁質の巻き上げは、洪水流入時及び

貯水位低下時において限界掃流力を超えるせん断応力

（限界摩擦速度）が発生した場合に、底層に堆積した濁

質が巻き起こるとした。また、底面せん断応力（摩擦速

度）に応じた巻き上げ量を算出し、この巻き上げ量を鉛

直2次元モデルの最下層に加算するとした。 

図-3 河床構成材料の粒径構成比（ダム下流：部子川1.0k） 
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図-4 ダム洪水調節地内の濁質の沈降及び巻き上げのイメージ 
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表-5 ダム洪水調節地への流入量及びSS負荷量等 

 
 
 
 
 
このとき、限界摩擦速度及び巻き上げ量－摩擦速度の

関係の設定のため、足羽川ダム近傍の真名川ダムの堆積

泥を用いた屋内実験水路にて浸食実験を実施した。 
実験水路で使用する試料の含水比は、ダム洪水調節地

内に堆積した濁質の含水比を想定するため、あらかじめ

沈降実験（圧密実験）を実施した。想定する濁質は、堆

積1日後、2日後（供用後洪水後期）、30日後（試験湛水

時）も含水比100%程度（他ダム事例は80%強）であった。 
浸食実験結果では、流量（流速）を徐々に増加させた

ところ、比較的小さい流量（試料：含水比100%程度で

0.012m/s）で、煙状の濁りが発生した。その後、河床形

状の浸食が目視で確認できる流量（試料：含水比100%
程度：0.027m/s）で、浸食が進行することを確認した。

限界摩擦速度は濁水発生の危険側を考慮して、含水比

100%程度で煙状の濁りが発生する速度を用いるとした。 
 
 (3)  予測における流況及び対象洪水の選定 
供用後及び試験湛水時の水の濁り（SS）の予測は、

ダム洪水調節地内に堆積する土砂に関係する「流入量」

「貯留時間」、また供用後の予測は「洪水波形」の観点

を加えて、年間の流況及び対象洪水を選定した。なお、

「洪水波形」は、1回目の貯水で沈下した濁質が2回目の

流入時に巻き上がり、影響が大きいと考えたためである。 
供用後の予測における対象洪水は、「1976年(S51)9月

洪水」をよく起こり得る代表的な洪水（代表的洪水）、

「1959年(S34)8月洪水」を影響が大きいと想定される洪

水（連続した洪水）として選定した。 
また、試験湛水時の予測は、1996~2005の10ヶ年のう

ち試験湛水期間の計算により、「短い年(2002~03 241
日)」「中間の年(1999~00 266日)」「長い年(2000~01 280
日)」の3ヶ年を選定した。なお各流況とも試験湛水の開

始10/1より放流を終えるまでの期間を対象とした。 
供用後の2洪水及び試験湛水時におけるダム洪水調節

地内への流入量及びSS負荷量を表-5 に示す。 
 

(4)  供用後（洪水時）の水の濁り（SS）の予測の結果 

洪水調節を行う洪水時の水の濁り（SS）による河川

に及ぼす影響の予測は「環境基準値を超過する日数」及

び「SSの最大値」の項目で行い、ダム放流地点及びダ

ム下流河川の3地点で行った。なお、足羽川の天神橋地

点から上流の環境基準法に基づく水質汚濁に係る環境基

準は、河川A類型：浮遊物質量（SS）25mg/L以下である。

また、各支川の部子川、水海川、割谷川及び赤谷川の基

準はないが、河川A類型に準じるとした。 

表-6 予測及び環境保全措置の比較検討の結果（供用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 導水施設の運用のイメージ 

 
供用後における影響の予測及び環境保全措置の比較の

結果を表-6に示す。環境保全措置は貯水型ダムの環境保

全措置の事例より、「法面フェンスの設置」「濁水の一

時貯留及びバイパス設置」「導水施設の運用」の3案を

比較検討した。比較検討の結果から、ダム放流地点及び

ダム下流河川の3地点で、SSの最大値の増加の低減が認

められることを踏まえ、問題点及び対策内容を総合的に

勘案し、「導水施設の運用」(図-7)を採用した。 
 
(5)  試験湛水期間の水の濁り（SS）の予測の結果 

試験湛水期間における影響の予測及び環境保全措置の

比較の結果を表-8に示す。環境保全措置は貯水型ダムの

環境保全措置の事例及び工事の実施に伴う措置（仮設

備）であることを踏まえ、「水位低下速度の上昇」「濁

水の一時貯留及びバイパス設置」「濁水の一時貯留及び

出水時放流」の3案を比較検討した。比較検討の結果か

ら、ダム放流地点及びダム下流河川の3地点で、環境基

準値超過日数及びSSの最大値の増加の低減が認められ

ることを踏まえ、問題点及び対策内容を総合的に勘案し、

「濁水の一時貯留及び出水時放流」(図-9)を採用した。 

[貯水位低下時（放流末期）][貯水位低下時]

一時貯留した 

濁水の希釈 

水海川・足羽川から

清澄な河川水を導水

下流への 

濁水軽減 

※１ 洪水調節計算の予測対象とした3ヶ年流況の平均 
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表-8 予測及び環境保全措置の比較検討の結果（試験湛水） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-9 濁水の一時貯留及び出水時放流のイメージ 

 
(6)  水の濁りによる動植物・生態系への影響 

 洪水調節を行う洪水時及び試験湛水期間において、ダ

ム洪水調節地内に沈下した濁質が貯水位低下時に巻き上

げられる。ダム下流河川における水の濁りの変化を図-
10に示す。一時的なSSの上昇が収束した後は平常となる

ため、魚類及び底生動物の生息環境は回復すると評価し

た。一時的なSS上昇時の魚類及び底生動物の生息は、

既往文献及び過去の洪水時に予測と同程度以上のSSが
確認された地点の近傍において洪水を経た後に現地の生

息確認により、長期的には維持されると想定した。 
予測地域内で確認された動植物のうち、学術上及び希

少性の観点から重要な種としたアジメドジョウ(絶滅危

惧Ⅱ種)の生息は、現地調査の結果から代表的洪水(S51.9
洪水)では同程度のSS後における現地の生息確認があり、

長期的に維持されるとした。しかし、連続した洪水

(S34.8洪水)では同程度のSSの洪水が起こらなかったため、

生息に影響を生じる可能性があるとした4)  。 
よって、供用におけるアジメドジョウの生息への影響

に対する環境保全措置の検討を行い、ダム下流河川に濁

水からの避難場所を整備するとした。 

［代表的な洪水(S51.9洪水)］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［連続した洪水(S34.8洪水)］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-10 ダム下流河川へ放流される濁水の予測結果 

 
環境保全措置の実施にあたっては、避難場所の条件や

場所の選定等についての検討を行い、専門家の指導及び

助言を得ながら実施計画を定めるとした。また、環境保

全措置の実施後の効果の実現性に不確実性を伴うため、

調査を実施し、順応的管理を行うとした。 
 

5.  流水型ダムによる動植物・生態系への影響 

(1) ダム堤体及び洪水調節地による生態系への 影響要因 
 流水型ダムに伴い動植物・生態系への影響を及ぼすお

それがある影響要因として、以下の2点を検討とした。 

① ダム堤体等による生物の移動の分断 

② 試験湛水によるダム洪水調節地内の樹木の伐採 

 
(2) ダム堤体等による生物の移動への影響 
 既設の流水型ダムの環境特性調査を2008年に実施した。

調査対象は島根県の益田川ダム(供用後2年)及び嵯峨谷

ダム(益田川水系/農地防災ダム/供用後51年)で、流入河川、

湛水区域及び下流河川における魚類、底生動物及び付着

藻類の生息状況及び流速・水深・河床材料割合等の環境

要因の調査を行った。両ダムとも底生動物や付着藻類の

個体数や量に違いが見られず、益田川ダムでは流入河川

で回遊魚であるウナギ、ウグイ、シマヨシノボリが確認

され、嵯峨谷ダムではオオヨシノボリが確認された。 

[試験湛水後、中小洪水時][貯水位低下時（一時貯留）] 

中小洪水時に 

河床部放流設備を開門 

濁質を中小 
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※１ 試験湛水計算の予測対象とした3ヶ年流況の平均  
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足羽川ダムの部子川では、ダム堤体及びダム洪水調節

地により上流域と下流域に分かれる可能性があるが、予

測区域における渓流的な河川では、既設の砂防堰堤や床

止め等の横断工作物が多数あり、これらにより分断され

ていることから、新たな生息環境の分断は生じないと評

価した。しかし、環境へ配慮したダム事業とするため、

今後の堤体及び流木止等の附帯設備の詳細設計にあたり、

上下流の連続性に配慮するとした。 

 
(3) 試験湛水によるダム洪水調節地内の植生への影響 
 足羽川ダムでは、ダム洪水調節地内を含め建設に伴う

樹木の伐採は最大約59,600m3となる。貯水型ダムと同様

にできる限りの環境への負荷の削減と再生利用の促進を

行う計画とした。伐採量の削減にあたっては、樹種毎の

冠水の耐水性について他ダムの事例調査を行い、30日程

度の根際以上の冠水であれば主な樹種の生育が維持され

ると考えた。よって、ダム洪水調節地内の樹木の伐採は、

急激な環境変化に伴う影響を低減させるため計画的及び

段階的に行い、また試験湛水等の冠水に対して生残する

と考えられる植生をできる限り残置するとした(図-11)。 
益田川ダムでは、試験湛水が短く植生の早期回復が見

込まれ、平常時は貯水しないため、富栄養化の懸念はな

いことなどから立木伐採は行われていない。試験湛水後

は水没期間及び樹種を問わず活力が失われ、特に竹類は

枯死が目立った。2年半余り経過した後は竹類は枯死の

ままであるが、落葉広葉樹林を中心に回復傾向にある5)  。 

 足羽川ダムのダム洪水調節地内の樹林環境は、試験湛

水によって失われた後、草地、先駆的樹林を経て落葉広

葉樹林に遷移すると評価した。しかし、部子山からの眺

望景観の改変の程度の軽減も含め、樹林環境が早期回復

するよう、在来種等の苗木を植樹等を配慮するとした。

植樹にあたっては、動植物の生息環境の遷移や保全の観

点から、専門家の指導及び助言を得ながら植樹する樹種

の選定及び箇所を検討するとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.  おわりに 

流水型ダムは、ダム下流河川への土砂供給が行われる

が、ダム洪水調節地内に堆積した土砂（濁質）が貯水位

低下時に巻き上げを起こし、洪水の種類によっては高濃

度濁水の放流が短時間発生することを定量的に示した。

また、今後の詳細設計及び試験湛水の検討を行う上で、

堤体等では上下流の連続性を、また洪水調節地内では樹

林環境の早期回復を配慮することが必要であるとした。 
今後は、地域の環境に配慮した事業を進めるため、こ

の検討を踏まえ、環境モニタリングを実施し、適切な対

応を講じることが重要である。また、今後の流水型ダム

事業において、環境モニタリング結果が科学的知見の基

礎資料として活用できるよう調査の実施に努めたい。 
 
なお、本報告の連名者は河川部水災害予報センターに異動前

の河川部河川環境課での調査結果をとりまとめたものである。 
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